
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

官房参事官(上下水道技術) 
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官房参事官（上下水道技術）の取組 

 

（１）官房参事官（上下水道技術）の業務について 

（２）上下水道の令和７年度予算について 

（３）上下水道の令和６年度補正予算について 

（４）国土強靱化実施中期計画（素案）について 

（５）埼玉県八潮市の道路陥没事故を受けた対応等について 

１）事故概要 

２）下水道管路施設に対する緊急点検および路面化空洞調査について 

３）下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会について 

４）下水道管路の全国特別重点調査について 

 

（６）技術開発及び新技術の実装推進について 

１）新技術の導入に関する財政支援制度（新世代下水道支援事業【新技術活用型】） 

２）革新的技術実証事業（AB-Cross、B-DASH） 

３）異業種技術の下水道事業への活用について 

４）上下水道科学研究費補助金について 

５）AI による下水処理場運転操作デジタルトランスフォーメーション(DX)検討会について 

（７）浸水対策の推進について 

１）「流域治水」と下水道による浸水対策の推進について 

２）内水浸水想定区域図等の作成促進について 

３）樋門等操作規則の策定促進について 

４）水位周知下水道の導入促進について 

５）下水道による浸水対策に関する事業制度 

６）河川やまちづくりとの連携について 

（８）雨天時浸入水対策の推進について 

１）雨天時浸入水対策ガイドラインについて 

２）雨天時浸入水対策計画の策定等について 

（９）流域別下水道整備総合計画の協議の見直しについて 

（10）水環境管理の推進について 

１）栄養塩類の能動的運転管理の推進について 

２）合流式下水道の改善対策について 

３）高度処理の推進について 

４）下水処理場における水質とエネルギーの最適管理について 

５）戦略的な水環境管理のあり方検討会 

（11）水質規制に関する制度改正等について 

１）下水道法施行令の改正等（水質基準） 

２）特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（化管法）

に関する取り組みについて 
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（１）官房参事官（上下水道技術）の業務について 

 

令和６年４月１日より、新たに官房参事官が設置された。官房参事官では、(旧)流域管理

官の所掌業務（浸水対策、水質・水処理関係等）に加え、上下水道の予算総括、水道行政移

管後のフォロー、（旧）下水道企画課が所掌していた下水道の技術開発に加え、水道の技術開

発に関する業務を所掌している。主な業務は以下のとおり。 

 

（１） 予算総括 

 ○水道事業・下水道事業予算の要求 

 ○上下水道一体効率化・基盤強化推進事業の要求 

 

（２） 上下水道事業の連携 

 ○上下水道連携施策の企画立案 

 ○上下水道地震対策検討委員会 

 ○下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会 

○移管後の円滑な業務推進のフォローアップ 

  

（３） 技術開発 

 ○AB-cross、B-DASH 

 ○下水道応用研究 

 ○上下水道科学研究費 

  

（４） 流域治水 

 ○特定都市河川指定・流域水害対策計画等に基づく取組の推進 

 ○水防法関連業務 

 ○内水浸水想定区域図の作成促進 

 ○雨水管理総合計画に基づく取組の推進 

 

（５） 流域水管理 

 ○戦略的な水環境管理のあり方検討 

 ○流域別下水道整備総合計画 

○放流水質基準等 

 

（６） 水処理等 

○栄養塩類の能動的運転管理の推進 

○特定水域における合流式下水道の改善の取組の推進 

 ○雨天時侵入水対策計画の策定等取組の推進 

 ○下水サーベイランス 
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単位：百万円

※水道・下水道事業に係る費用は、この内数

対前年度倍率令和６年度予算額令和７年度予算額区分

0.971,377,1051,334,365社会資本総合整備
0.96506,453487,410うち 社会資本整備総合交付金
0.97870,652846,955うち 防災 ・ 安全交付金

対前年度
倍率

令和６年度
予算額

令和７年度
予算額事業名

1.203,0003,600上下水道一体効率化・基盤強化推進事業費
• 上下水道一体での効率化・基盤強化に向けた取組を支援

上
下
水
道 皆増(100※)2,809上下水道一体効率化・基盤強化推進事業調査費等【創設】

• 国が自ら行う上下水道関係の技術実証事業等

1.1916,99320,194
水道施設整備費
• 計画的・集中的な耐震化、水道事業の広域化及び安全で良質な給水を確保す

るための施設整備等の取組を支援水
道

0.5414075水道施設整備事業調査費
• 国が自ら行う水道関係の調査等

1.2780,450102,250
下水道防災事業費
• 計画的・集中的な耐震化、大規模な雨水処理施設の計画的な整備や適切な機

能確保、河川事業と一体的に実施する事業への支援等
下
水
道

1.008,5468,564
下水道事業費
• 温室効果ガス削減に資する事業等やPPP/PFI手法等を活用した事業、下水汚

泥資源の肥料化等

0.253,546883下水道事業調査費
• 国が自ら行う下水道関係の調査等

1.23112,775138,375合計

能登半島地震の被害や人口減少等を踏まえ「強靭で持続可能な上下水道システムの構築」に向けて以下の
取組を上下水道一体で推進
・上下水道施設の耐震化と災害時の代替性・多重性の確保
・最適で持続可能な上下水道への再構築

単位：百万円

社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金

水道施設整備費・下水道事業費等（個別補助金）水道施設整備費・下水道事業費等（個別補助金）

-0-

対前年度倍率令和６年度予算額令和７年度予算額区分
1.23112,775138,375上下水道
2.073,1006,409うち 上下水道
1.1817,13320,269うち 水道
1.2192,542111,697うち 下水道

基本的な方針基本的な方針

（２）上下水道の令和７年度予算について

［内訳］

※ 水道施設整備事業調査費及び下水道事業調査費に計上されていた事業調査諸費を上下水道一体効率化・基盤強化推進事業調査費等に組み替えて計上している。
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（１）上下水道施設の耐震化

（２）災害時の代替性・多重性の確保

①上下水道システムの「急所*」の耐震化
（*その施設が機能を失えば、システム全体が機能を失う最重要施設）

②災害拠点病院、避難所、防災拠点などの重要施設に接続する上下水道管路の一体的な耐震化

①水資源機構及び都道府県を対象とした可搬式浄水施設・設備の配備
②給水車の配備
③離島・半島地域を対象とした浄水場・下水処理場の防災拠点化
（備蓄倉庫、受水槽、会議室、シャワー設備、トイレカー、マンホールトイレの整備）

１ 水道基幹施設耐震化事業の創設 ＜水道施設整備費補助＞

２ 下水道基幹施設耐震化事業の創設 ＜下水道防災事業費補助＞

４ 水道総合地震対策事業の拡充 【R6補正で創設】 ＜防災・安全交付金＞

３ 水道広域的災害対応支援事業の創設 ＜水道施設整備費補助＞

５ 下水道総合地震対策事業の拡充（地域要件の撤廃等） ＜社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金＞

拡充創設＜凡例＞

１ ４２ ５

４ ５

４ ５

３

４

-1-

新規事項
１．上下水道施設の耐震化と災害時の代替性・多重性の確保

<ポイント>
• 水道について、資本単価要件に加え、耐震化の取組を加速する自治体を支援対象に追加

【R6補正より】
• 取水施設、浄水場、配水池、重要施設に接続する配水支管の耐震化事業の補助率を引き上げ

(1/4→ 1/3）【R6補正より】
• 急所である導水管・送水管の耐震化について、布設後の経過年数にかかわらず支援対象に追加

【R6補正より】
• 上下水道システムの「急所」の耐震化を個別補助化
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（１）上下水道DXの推進

人工衛星データを用いた漏水検知システム 位置エネルギーを活用した送配水の省エネ化

（２）上下水道の施設配置の最適化への支援

（２）上下水道の施設配置の最適化への支援

（１）上下水道ＤＸの推進

• 水道システムの省エネ推進のため、自然流下での送配水を可能とするよう、取水位置を上流に移転する際
の取水施設や導水施設の整備等を支援対象に追加。

• 人口減少や災害復旧を踏まえた最適な汚水処理手法を選択できるよう、経済性を考慮して下水道から浄
化槽に転換する場合、下水道管等の撤去等に必要な費用を支援対象に追加。

• 水道管のメンテナンスや改築・更新を効率化するため、点検・調査結果に基づく「水道施設アセットマネジ
メント計画」を策定する際に必要な経費を支援対象に追加。

• データ共有の円滑化や迅速な災害時調査のため、上下水道の台帳情報のクラウド化、市町村の区域を
超えて広域的に実施するデジタル技術を活用した水道施設の点検・調査を支援対象に追加。

（３）広域連携のための「水道基盤強化計画」の策定推進

• 市町村の区域を越えた広域的な連携等を推進するため、都道府県が水道法第５条の３に規定する「水
道基盤強化計画」を策定する際に必要な費用を支援対象に追加。

７ 水道事業運営基盤強化推進事業の拡充 ＜防災・安全交付金＞

９ 下水道広域化推進総合事業の拡充 ＜社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金＞

６ 水道管路耐震化等推進事業の拡充(水道管路アセットマネジメント等推進事業に改称) ＜防災・安全交付金＞

８ 下水道情報デジタル化支援事業の拡充 ＜社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金＞

拡充＜凡例＞

７

９

７

７ ８

６

-2-

２．最適で持続可能な上下水道への再構築
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新しい地方経済・生活環境創生交付金

令和6年度補正予算において、「新しい地方経済・生活環境創生交付金」が創設され、令和5年度補正予
算で創設されたデジタル田園都市国家構想交付金の地域産業構造転換インフラ整備推進交付金は「地域
産業構造転換インフラ整備推進型」として移行。令和６年度補正予算1,000億円の内数として計上。
令和７年度予算案から、デジタル田園都市国家構想交付金の地方創生推進タイプ、地方創生拠点整備
タイプ及び地方創生整備推進交付金が「第２世代交付金」として一本化。地方創生汚水処理施設整備
推進交付金は令和７年度予算2,000億円の内数として計上。

【内閣府】

-3-

令和６年度補正予算 1,000億円、 令和７年度予算案 2,000億円

環境省によるエネルギー対策特別会計における予算支援の活用も可能

エネルギー対策特別会計における上下水道関係事業

補助率事業内容事業名

原則２／３
• 脱炭素先行地域に選定されている自治体において、再エネ設備や基盤インフラ設備

（蓄電池、自営線等）の導入、これらと一体となってその効果を高めるために実施す
るソフト事業を支援

脱炭素先行
地域づくり事業

２／３～１／３
（もしくは定額）

• 再エネ発電設備の一定以上（都道府県・指定都市・中核市：1MW以上、その他
の市町村：0.5MW以上）の導入を要件に、屋根置きなど自家消費型の太陽光
発電などの重点対策を複合的に実施する事業を支援

重点対策
加速化事業

１／２

（太陽光発電設備のみ１／３）

• 上下水道施設等における再エネ設備、高効率設備等の導入を支援
• また、上下水道施設の水路上部等の空間ポテンシャルに対して、新たな再エネ設備

の設置方法について技術実証を実施

水インフラにおける
脱炭素化推進事業

【環境省】

他府省等の上下水道関係予算
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-4-

防災用井戸の整備に対する支援事業 【国土交通省 都市局】
都市防災総合推進事業 ※ただし、指定緊急避難場所に限る

都市公園事業 ※ただし、都市公園に限る

都市構造再編集中支援事業/都市再生整備計画事業 ※ただし、都市再生整備計画に基づく施設に限る

事業間連携砂防等事業の拡充 【国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部】

下水
処理場 P

取水
施設

P

配水池浄水
施設

土砂災害警戒区域

（イメージ）

河川

【従前】
公共施設等を保全する土砂災害対
策等を交付金で支援

【今回】
上下水道システムの急所施設を保
全する土砂災害対策を個別補助事
業の対象に追加し、集中的に支援

上下水道の急所施設

【凡例】

土砂災害警戒区域内に位置する上下水道の急所施設の耐震化や急傾斜地崩壊対策に係る事業と連
携して実施する土砂災害対策を、事業間連携砂防等事業の対象に追加。

災害の発生予防又は被害拡大防止を目的として実施される地方単独事業を対象とした地方財政措置
下水道事業では、雨水公共下水道、都市下水路及び公共下水道（管渠を除く浸水対策）が対象

緊急自然災害防止対策事業債（R3～R7）

上下水道の広域化・共同化を推進するために必要な事業を対象とした地方財政措置
都道府県が実施する広域化・共同化を推進するための調査検討に要する経費について、普通交付税措置 (R5~R7)

広域化・共同化に係る地方財政措置

公営企業の太陽光発電、公共施設のZEB化等の脱炭素化の取組を対象とした地方財政措置
上下水道では、小水力発電、バイオガス発電、肥料化施設や高温焼却施設の導入も対象

公営企業債（脱炭素化推進事業）（R5～R7）

水道管路の耐震化事業を対象とした地方財政措置の拡充（R7～R10）
現行の病院事業債（災害分）を改編のうえ、災害拠点病院等における給排水管の耐震性能の確保工事、水道事業
における給水車、防災用井戸、可搬式浄水設備を追加し（R7～R10）、「公営企業債（防災対策事業）」を創設

水道等の防災対策に係る地方財政措置 【総務省】

情報システムや情報通信機器等の整備の財源として、「デジタル活用推進事業債（仮称）」を創設（R7～R11）
一定の要件の下で行う上下水道事業が実施する事業について、一般会計が補助を行う場合には、デジタル活用推
進事業債（仮称）の対象。

デジタル活用推進事業債（仮称）の創設（R7～R11） 【総務省】

【総務省】

【総務省】

【総務省】

104



(3) 上下水道の令和６年度補正予算について

２．新たな地方創生施策（「地方創生２．０」）の展開 ～全国津々浦々の賃金・所得の増加に向けて～
○ウォーターＰＰＰやスモールコンセッション等の推進

（上下水道一体効率化・基盤強化推進事業費補助） 1,176百万円

３．「投資立国」及び「資産運用立国」の実現 ～将来の賃金・所得の増加に向けて～
○インフラ、交通、物流等の分野におけるＧＸの推進

（上下水道一体効率化・基盤強化推進事業費補助、下水道事業費補助） 3,750百万円
（社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金） 6,197百万円

２．防災・減災及び国土強靱化の推進
○気候変動を見据えた府省庁・官民連携による「流域治水」等の推進

（下水道防災事業費補助） 7,133百万円

○安心・安全な上下水道の整備 （上下水道一体効率化・基盤強化推進事業調査費） 300百万円

○地域における防災・減災、国土強靱化の推進 （防災・安全交付金） 96,706百万円

合計 115,261百万円
※ 計数は、それぞれ四捨五入しているため端数において合計とは一致しない。

Ⅰ．日本経済・地方経済の成長 ～全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす～

Ⅲ．国民の安心・安全の確保 ～成長型経済への移行の礎を築く～

令和６年能登半島地震での甚大な被害を踏まえ、上下水道耐震化計画に基づく水道施設の耐震化の取組
を推進するため、水道事業の支援対象自治体・施設を拡充。

資本単価要件に加え、耐震化の取組を加速する自治体*を支援対象に追加
（*料金回収率、これまでの耐震化の進捗実績、今後の耐震化の進捗計画を評価）

水道システムの急所である導水管・送水管の耐震化について、布設後の経過年数にかかわらず支援
対象に追加

水道の基幹構造物、重要施設に接続する配水支管の耐震化事業の補助率を引き上げ（1/4 → 1/3）

人口減少やインフラ老朽化、強靭化等、上下水道における共通課題の解決に向けた技術開発プロジェク
ト（AB-Cross*）を推進。

*水道革新的技術（Ajump技術）と下水道革新的技術（Bdash技術）を横断（Cross）する上下一体の技術実証事業

上下水道一体効率化・基盤強化推進事業調査費の創設

（令和６年度補正予算では、分散型システムの実証を予定）

○ 水道施設の耐震化

○ 上下水道一体での技術開発

令和６年能登半島地震での甚大な被害を踏まえ、上下水道施設の耐震化や災害時の代替性・多重性の確保の取組

を推進するため、支援対象施設・自治体を拡充。
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（４）国土強靱化実施中期計画（素案）について 

 
○国土強靱化については、これまで３か年緊急対策（H30～R２）や５か年加速化対策（R

３～R７）等により取組を推進。 

○令和７年４月１日の国土強靱化推進本部（第 22 回）において、「第１次国土強靱化実施

中期計画（素案）」をとりまとめ。施策内容・KPI の精査を進め、６月目途に計画を策定。 

 ・計画期間：令和８年度から 12 年度までの５年間 

 ・事業規模：今後５年間でおおむね 20 兆円強程度を目途とし、今後の資材価格・人件費

高騰等の影響については予算編成過程で適切に反映 

 

○強靱で持続可能な上下水道システムの構築に向けて、上下水道施設の耐震化や老朽化対

策等の取組を推進されたい。 

 

 
 

出典：令和７年４月１日国土強靱化推進本部（第 22 回）資料１ 
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＜上下水道関連の KPI＞ 

 

【水災害リスク情報の充実・活用】 

 雨水出水浸水想定区域図が作成される市区町村（全国約 800 市区町村（令和７年度末

時点想定））のうち、最大クラスの内水に対応したハザードマップを作成・公表し、避

難訓練等を実施した市区町村の割合            ０％【R５】 → 100％【R12】 

 

【流域治水対策（河川、砂防、下水道、海岸）】 

 浸水実績地区等（全国：約 37 万 ha（令和５年度末時点））における下水道による浸水

対策完了率                70％【R５】 → 82％【R12】→ 100％【R22】 

 浸水実績地区等（全国：約 37 万 ha（令和５年度末時点））における下水道による気候

変動の影響を踏まえた浸水対策完了率    ５％【R５】 → 12％【R12】→ 100％【R40】 

 人口・資産集積地区（市街化区域・DID 地区等）からの排水を受け持つ下水処理場等（下

水処理場：約 460 箇所、ポンプ場：約 1,700 箇所）における水害時の揚水機能確保完

了率                   16％【R５】 → 82％【R12】→ 100％【R14】 

 

【上下水道施設の耐災害性強化】 

 2,000 戸以上の給水を受け持つなど影響が大きい浄水場（全国：約 2,000 箇所）の停電

対策完了率                      73％【R４】→ 100％【R12】 

 2,000 戸以上の給水を受け持つなど影響が大きい浄水場のうち、浸水想定区域内にある

施設（全国：約 700 箇所）の浸水災害対策完了率 

44％【R４】→ 75％【R12】 → 100％【R18】 

 給水区域内かつ下水道処理区域内における重要施設（約 25,000 箇所）のうち、接続す

る水道・下水道の管路等の両方が耐震化されている重要施設の割合 

15％【R５】→ 34％【R12】 → 100％【R36】 

 上水道事業者及び水道用水供給事業者（全国：約 1,400 者）における危機管理マニュ

アルの策定率                       75.4％【R４】→ 100％【R12】 

 水道の急所施設である導水管・送水管（約 62,000km）の耐震化完了率 

43％【R５】→ 59％【R12】 → 100％【R31】 

 水道の急所施設である取水施設（約 7,600 万㎥/日）の耐震化完了率 

46％【R５】→ 67％【R12】 → 100％【R23】 

 水道の急所施設である浄水施設（約 7,100 万㎥/日）の耐震化完了率 

43％【R５】→ 76％【R12】 → 100％【R17】 

 水道の急所施設である配水池（約 4,000 万㎥）の耐震化完了率 

67％【R５】→ 84％【R12】 → 100％【R18】 

 下水道の急所施設である下水道管路（約 8,400km）の耐震化完了率 

72％【R５】→ 82％【R12】 → 100％【R25】 

 下水道の急所施設である下水処理場（約 1,700 箇所）の耐震化完了率 

48％【R５】→ 62％【R12】 → 100％【R32】 

 下水道の急所施設であるポンプ場（約 900 箇所）の耐震化完了率 

46％【R５】→ 65％【R12】 → 100％【R25】 

 

【上下水道施設の戦略的維持管理・更新】 

 点検により、更新等が必要となった水管橋（補剛形式：約 760 箇所）の対策完了率 
０％【R３】→ 100％【R12】 

※ 「下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会」等の議論を

踏まえ、今後検討 
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【参考】 第１次国土強靱化実施中期計画の策定までの流れ 

 
 

【参考】 第１次国土強靱化実施中期計画（素案）【概要】 
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１）事故概要 
○令和７年１月 28 日に埼玉県八潮市で流域下水道管の破損に起因すると考えられる道路

陥没事故が発生し、トラックドライバーの方が令和７年３月現在も行方不明となってい

る。さらに、一時は約 120 万人に下水道（洗濯や入浴）の使用自粛が求められるなど、

大きな影響が発生した。 

○国土交通省では、この事故を重く受け止め、平成 24 年 12 月に起きた笹子トンネル天井

板落下事故と同等の社会的影響度の大きい事故と位置づけ、今後は下水道の維持管理の

あり方の見直しや老朽化対策について全力で取り組んでいく必要があると認識している。

また、国民の皆様の下水道へ信頼を取り戻すため、各下水道事業者には必要な要請を実

施しているところであり、今後もご理解いただきたく、あわせてご協力をお願い申し上

げる。 

 

■発生日時：令和 7 年 1 月 28 日（火）午前 10 時頃 

■発生場所：八潮市中央一丁目地内 

      県道松戸草加線（中央一丁目交差点内） 

■陥没規模：幅約 40 メートル、深さ最大約 15 メートル 

■事故原因：調査中 

■下水道管：管径 4.75m、昭和 58 年整備（経過年数 42 年） 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■対応状況（時系列） 
1/28(火)  

・陥没発生（トラック運転手が車両ごと落下）現地通行止め、救助活動開始   

・下水道（入浴、洗濯など）の使用自粛を呼びかけ開始（影響範囲:12 市町 約 120 万人） 

1/29(水)  

 ・トラックの車両一部（荷台部分）を引き上げ 

 ・陥没拡大等により半径 200m に避難指示、上流の春日部中継ポンプ場から汚水の緊急放流開始 

（５） 埼玉県八潮市の道路陥没事故を受けた対応等について 

１月 28 日（火）陥没発生直後の状況 

1 月 31 日拡大後、スロープ整備着手前 

(写真出典)ＡＮＮ ＮＥＷＳ 
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2/2（日） 

 ・埼玉県にて「流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故に関する復旧工法検討委員会」設置 

2/5（水） 

 ・ドローンによる管内調査を実施し、管内にキャビンらしきものを確認 

2/12（水） 

 ・ 12 時より下水道（入浴、洗濯など）の使用自粛の解除 

2/19（水） 

 ・ 陥没箇所周囲の地盤改良等対策工事が完了し、避難区域を解除 

3/3（月） 

 ・ 陥没箇所付近の汚水移送能力強化が完了したことに伴い、汚水の緊急放流終了 

3/14（金） 

 ・埼玉県にて「八潮市で発生した道路陥没事故に関する原因究明委員会」設置 

3 月末現在 

・キャビンへのアクセスと下水道管路の復旧に向け、仮排水管の整備等を実施中 

 

２）下水道管路施設に対する緊急点検および路面下空洞調査について 
〇この事故を受け、事故翌日の１月 29 日には陥没箇所と同様の大規模な下水道管を有する

７都府県 13 か所の流域下水道の管理者に対して、下水道管路施設に対する緊急点検と、

路面下空洞調査を要請し、２月 14 日に結果を取りまとめ、公表した。 

〇異状が確認された３箇所（埼玉県）のうち、管ずれ 1 箇所については管更生工事を施工

中、人孔内壁腐食 2 箇所についてはコンクリート断面修復工事の緊急工事を発注。 
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３）下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会 

 
○令和７年１月 28 日に埼玉県八潮市で発生した下水道管の破損に起因すると思われる道

路陥没事故を踏まえ、令和７年２月 21 日に下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を

踏まえた対策検討委員会を設置。 

○今後、下水道等の劣化の進行が予測される中、同種・類似の事故の発生を未然に防ぐた

め、大規模な下水道の点検手法の見直しをはじめ、大規模な道路陥没を引き起こす恐れ

のある地下管路の施設管理のあり方などについて検討。令和 7 年春に中間とりまとめ、

夏頃に最終まとめを予定。 

○第１回委員会では中野国交大臣が出席し、「今回の事故を教訓に、管路メンテナンスを再

建し、このような事故を二度と起こしてはならないという強い決意で対策を講じてまい

ります。」と表明。 
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４）下水道管路の全国特別重点調査について 

〇埼玉県八潮市の事故を受け設置した有識者委員会においてとりまとめられた提言を踏ま

え、国土交通省では３月 18 日に地方公共団体対して全国特別重点調査の実施を要請した。 

〇対象となる下水道管理者は、各道路管理者とも連携の上、全国特別重点調査を実施いた

だきたい。 

〇調査にあたっては、安全確保に最大限留意いただくとともに、調査により施設に異状が

あることを把握された場合には、速やかに応急措置としての修繕や改築を行うなど適切

な対策を実施いただきたい。なお、調査及び緊急改築にあたっては予備費の活用が可能

である。 

〇全国特別重点調査の対象外となる施設においても、引き続き、下水道法の維持修繕基準

に基づき、適切な施設管理を徹底するとともに、下水道の破損に起因する道路陥没の未

然防止に努めていただきたい。 
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○下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会による提言 
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（６） 技術開発及び新技術の実装推進について 

 

下水道分野の技術開発・調査研究は、国、地方公共団体、日本下水道事業団などの公的機

関、大学等研究機関や民間企業の連携協力のもと進められており、国が定める「下水道技術

ビジョン」（平成27年 12月）を踏まえ、中長期的な観点から計画的に実施している。 

 

１） 革新的技術実証事業（AB-Cross、B-DASH） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）上下水道科学研究費補助金について 

令和６年度から、厚生労働科学研究費補助金の一部を移管・拡充した競争的資金制度である上

下水道科学研究費補助金がスタートした。大学、民間企業等の研究者から提案される優れた科学研

究を採択・助成するものであり、本科学研究の成果が、より効率的・効果的な上下水道事業の推進に

つながることを期待している。 

 

３）異業種技術の下水道事業への活用について 

異業種技術の下水道分野への活用に向けた戦略検討を目的として、令和元年度より「下水道ス

タートアップチャレンジ」を実施している。今年度も、持続可能な社会の実現に貢献する下水道事

業を目指して下水道展の開催に合わせて開催する予定である。地方自治体の担当においては、

積極的な参加を検討いただきたい。 

 

４）その他（財政支援等） 

○新技術の導入に関する財政支援制度（新世代下水道支援事業【新技術活用型】） 

○国土交通省では、平成 23 年度より下水道事業における課題を新技術の導入により解決

することを目的として、国が主体となった革新的技術の実証及び各地方公共団体での導

入検討の参考となるガイドラインを整備し当該技術の全国展開を進めている。 
○これまでに、【B-DASH】61 技術を採択し、42 のガイドラインを国土技術政策総合研究

所のホームページに公表している。また、新たに【AB-Cross】３技術を採択し、実証事

業を推進している。 
○【B-DASH】実証技術の導入実績：19 技術 213 件（令和６年３月時点） 
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（７）浸水対策の推進について 

１）「流域治水」と下水道による浸水対策の推進について 

（流域治水の推進） 

気候変動に伴い頻発・激甚化する水害に対し、河川や下水道の整備等をより一層加速す

るとともに、集水域から氾濫域にわたる流域のあらゆる関係者で水災害対策を行う「流域

治水」を推進している。 

全国 109 の一級水系、約 600 の二級水系においては、「流域治水」の全体像を示す「流域

治水プロジェクト」を策定・公表し、ハード・ソフト一体となった取組を進めており、さ

らに流域治水の取組を更に加速化・深化させるため、全国 109 の一級水系で、気候変動を

踏まえた河川及び流域での対策の方針を反映した「流域治水プロジェクト 2.0」に更新を

進めているところである。 

また、令和５年に大規模浸水被害が発生した秋田市では、国や県、関係市町村で構成す

る雄物川圏域流域治水協議会（下流圏域分科会）を設立し、流域全体での治水対策につい

て、浸水要因の分析や河川・下水道・流域対策のハード・ソフト事業をパッケージ化した

対策の検討を行い、水災害対策プロジェクトをとりまとめている。 

各地方整備局における下水道事業の河川部移管も踏まえ、河川と下水道の連携をより一

層強化し、浸水要因を踏まえた効果的な対策の検討や、連携・共同事業である「内水被害

等軽減対策計画」等による事業を推進し、浸水対策を一層加速していくことをお願いする。 
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（雨水管理総合計画の策定） 

下水道によるハード・ソフトを組み合わせた総合的な浸水対策については、降雨の規模、

土地の浸水のしやすさ、脆弱性を総合的に考慮して浸水リスクを評価した上で、緊急的・

重点的に対策を実施すべき区域（どこを）、目標とする整備水準（どの程度）、段階的な整

備方針（いつまでに）等を定める「雨水管理総合計画」の策定を推進している。 

特に、気候変動により将来的な降雨量が 1.1 倍程度増加することが見込まれ、現行の整

備水準のままでは浸水安全度が低下することが想定されており、「気候変動を踏まえた都市

浸水対策に関する検討会」からの提言（令和３年４月改訂）においては、「計画的に事前防

災を進めるため、気候変動の影響を踏まえた下水道による都市浸水対策に係る計画雨水量

の設定手法として、現在のハード整備に用いる計画降雨に、降雨量変化倍率を乗じて設定

する手法を用いること」とされている。 

「気候変動の影響を踏まえた雨水管理総合計画の策定等の推進について」（令和３年７月

15 日、国水下流第６号）に基づき、雨水管理総合計画の策定・見直しを通じて、気候変動

を踏まえた計画を策定することをお願いする。 

令和３年の下水道法改正により、事業計画の記載事項に計画降雨を追加した。雨水管理

総合計画を踏まえ、将来の降雨量の増加などを考慮し、地域ごとの浸水リスクを踏まえた

計画降雨を事業計画に定め、事前防災の考え方に基づく浸水対策を計画的に推進して頂く

ようお願いする。 

 

 

２）内水浸水想定区域図等の作成促進について 

①内水浸水想定区域図等の作成及び公表の推進 

 令和 3 年の水防法改正により、原則、下水道による浸水対策を実施する全ての団体を対

象に、雨水出水浸水想定区域の指定を義務化した。対象となる団体におかれては、「内水浸

水想定区域図作成マニュアル（案）」（令和 3 年 7 月）を参考に、想定最大規模降雨による

内水浸水想定区域図を作成していただくとともに、「水害ハザードマップ作成の手引き」（令

和 5 年 5 月）を参考に、防災部局等と連携して、内水ハザードマップの作成・公表及び水

害に係る防災訓練等の実施に積極的に取り組んでいただきたい。 

各都道府県におかれては、地方整備局等と連携し、管内市町村の内水浸水想定区域図の

早期作成に向け、勉強会の開催など管内市町村の支援をお願いする。 
防災・安全交付金の重点配分項目である「下水道事業計画に基づく雨水対策事業」につ

いては、令和８年度以降は、最大クラスの内水に対応した浸水想定区域図を作成済みであ

る事が要件化されているので留意いただきたい 
 
また、雨水出水（内水）浸水想定区域図の早期の公表に向け、当初公表の際は、任意の

内水浸水想定区域図として公表し、その後に地域防災計画見直し作業等の状況を踏まえて、

水防法に基づく雨水出水浸水想定区域図として区域指定（法令上の公表）とするなど、段

階的な公表手続きを進めることもご検討いただきたい。 
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②内水ハザードマップの必要性 

内水浸水は洪水浸水想定区域から離れた場所でも発生する場合があること、発生頻度が

相対的に高く洪水が発生しなくても内水浸水は発生する場合があることから、洪水ハザー

ドマップだけでは内水浸水のリスク情報を十分提供できているとはいえない。また、気候

変動の影響により、短時間高強度の豪雨が増加する傾向にあり、これまで内水浸水が発生

していない地区においても、今後、浸水被害が発生する可能性がある。 

さらに、水害リスク情報は、住民や企業等が行う止水板等による減災対策、住宅建築時

に高床式や盤上げをするなど住まい方の工夫、水平避難の際の避難ルートの選択など、水

害リスクを最小化するための取組みの参考となることから提供が望まれている。宅地建物

取引業法施行規則の一部を改正する命令（令和 2 年 7 月 17 日公布、同年 8 月 28 日施行）

においては、不動産取引時に、宅地建物取引業者が重要事項説明として、水防法に基づく

ハザードマップを用いて取引対象物件の所在地について説明することが義務化されている。 
 

③内水ハザードマップ作成に係る支援 

 内水浸水想定区域図の作成について、「内水浸水想定区域図作成マニュアル（案）」（令和

3 年 7 月）では、管きょのデータベースが整備されるまでの間は、簡易モデルによる結果

を基にすることも一手段であることを示している。内水浸水想定区域図や内水ハザードマ

ップの作成については、「内水浸水リスクマネジメント推進事業」で支援が可能であるため、

積極的に活用されたい。 
  

④浸水想定区域図の電子データの提供について 

国土交通省では、平成 19 年より全国の各種ハザードマップを一元的に検索・閲覧が可能

なポータルサイトを運営している。内水ハザードマップを作成・公表した際やホームペー

ジの更新等により URL が変更となった場合には、速やかに電子データの提供等を行ってい

ただきたい。なお、自治体のホームページ等で公表している場合は、水防法上の指定手続

きが完了していない電子データについても、提供を行っていただきたい。 

⑤水害リスクマップについて 
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土地利用や住まい方の工夫、水災害リスクを踏まえた防災まちづくりの検討及び企業の

立地選択等を推進するため、比較的発生頻度が高い降雨規模も含めた複数の降雨規模毎の

浸水範囲と浸水頻度の関係を図示した「水害リスクマップ」の作成・公表を推進している。 

令和 5 年 3 月 3 日付け事務連絡「雨水出水浸水想定区域図と内外水統合型水害リスクマ

ップの作成推進について」で示すとおり、内外水統合型リスクマップの作成に係る河川管

理者との連携や、必要に応じて雨水出水浸水想定区域図作成への活用の検討をお願いする。 
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⑥最大クラスの内水に対応した浸水想定区域図作成状況について 

令和 7 年 3 月末時点（見込）の調査結果（速報値）を以下に示す。都道府県別の作成状

況についても示すので、都道府県におかれては引き続き管内地方公共団体への指導をお願

いする。 

対象団体数：約 1,100 団体（1,118 団体） 

 最大クラスの内水に対応した浸水想定区域図作成団体数：455 団体 

 既往最大降雨等の内水に対応した浸水想定区域図作成団体数：815 団体 

 

   
浸水想定区域図作成状況（速報値であり、今後数値変動の可能性有） 

 

 

   （参考）内水ハザードマップ作成状況（速報値であり、今後数値変動の可能性有） 

※既往最大降雨等作成済にはシミュレーション以外にも浸水実績図等による公表も含まれる。 

※内水 HM 対象市町村数は 1,121 市町村、既往最大降雨等に対して作成済は 468 市町村、想定最大規模

降雨に対して作成済は 183 市町村 （市町村には区部も含まれる） 
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【都道府県別】最大クラスの内水に対応した浸水想定区域図作成率（R7.3 末時点） 
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３）樋門等操作規則の策定促進について 

①樋門等操作規則策定の推進 

令和 3 年の下水道法改正により、河川等からの逆流を防止するために設けられた操作を

伴う樋門等について、その操作を安全かつ確実に実施し、浸水被害の発生を防止するた

め、操作規則の策定を義務付けた。操作規則の策定にあたっては、令和 3 年 7 月 15 日付

「下水道施設の樋門等の操作規則の作成指針について」を参考にしていただき、未策定の

場合は早急に対応いただきたい。 

 

②樋門等操作規則の策定状況について 

令和 6 年 3 月末時点の調査結果を以下に示す。都道府県別の策定状況についても示すの

で、都道府県におかれては引き続き管内地方公共団体への指導をお願いする。 

 樋門等操作規則の策定対象数：2,625 箇所 

 樋門等操作規則策定済の箇所数：2,380 箇所 

 上記のうち既に R3.7 の作成指針（通知）に則した操作規則策定箇所数：2,229 箇所 

 
樋門等操作規則策定状況 

 
【都道府県別】樋門等操作規則策定率（R6.3 末時点） 
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４）水位周知下水道の導入促進について 

【制度概要】 

・想定し得る最大規模の内水に対する避難体制等の充実・強化のため、水位を周知する

下水道を指定し、内水による災害の発生を特に警戒すべき水位である内水氾濫危険水

位を設定して、その水位に達した場合は、内水氾濫危険情報を関係者に通知・周知する

制度。 

・水位周知下水道を指定した下水道が存在する地区では、その地区における想定最大規

模降雨に対応した内水浸水想定区域図を公表し、ハザードマップの作成やそれに基づ

く訓練等を実施する必要がある。 

 

【令和７年３月末現在の指定状況】４都市 

・令和２年度に福岡県福岡市※、広島県広島市、令和３年度に神奈川県川崎市、令和４年

度に名古屋市において水位周知下水道の指定がなされている。 
 ※令和 6 年度に地区追加 

 

【制度活用のポイント】 

・地下街等を有する都市については、想定最大規模降雨において、雨水出水により地下

街に相当な損害が生じるかのリスクの検証を行うとともに、地下街管理者と制度の内

容や実際の運用方法について意見交換を行い、引き続き検討を進めていただきたい。 

・水位情報の発信にあたっては、降雨情報等、水位以外の情報を十分に活用しつつ、水

防活動や避難の判断に資する情報となるよう、各地方公共団体の実情に応じてご検討

いただきたい。 

・地下街等が存在しない都市においても、近年甚大な浸水被害が発生した地区を有する

都市においては、ソフト対策の強化を目的として、水位の情報を活用したリスク情報の

発信に積極的に取り組んでいただきたい。 
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５）下水道による浸水対策に関する事業制度 

下水道による浸水対策を支援するため、以下に示すような各種制度を準備しているので、

各制度の内容・趣旨をご理解いただき、下水道による効率的な浸水対策の実施のために、

積極的に活用されるようお願いする。 

特に近年の災害等を踏まえ、大規模な雨水処理施設の整備や、河川事業と連携した下水

道整備、災害後の緊急的な再度災害防止のための下水道整備に対しては下水道個別補助金

の積極的な活用をご検討いただきたい。具体的には「大規模雨水処理施設整備事業」や「事

業間連携下水道事業」、「下水道床上浸水対策事業」により下水道事業の浸水対策事業を計

画的・集中的に支援するための個別補助制度の充実を図っている。 

また、内水浸水リスク情報の伝達や避難行動を促すことを目的とした内水浸水想定区域

図等の作成を支援する「内水浸水リスクマネジメント推進事業」を活用し、早期の浸水想

定区域図の作成をご検討いただきたい。 

令和 6 年度より、中小河川流域における内水被害等を軽減することを目的として、ハー

ド・ソフトの事業をパッケージ化し、対策を加速化する「内水被害等軽減対策計画」に係

る制度を創設した。下水道事業の対策強化及び本川・支川の河川整備の強化に加え、｢田ん

ぼダム｣の取組、土地利用の工夫等の事業をパッケージ化し、流域対策を一体的に実施する

もので、内水被害等軽減対策計画に位置づけられた必須事業に対し、重点配分等の予算的

支援を行うため、積極的に活用されたい。併せて、下水道事業については、下水道浸水被

害軽減総合事業の地区要件に、内水被害等軽減対策計画として認定された地区を追加して

いる。 
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【下水道による都市浸水対策の達成状況】 

令和 6 年 3 月末現在で、人口・資産が集中する地域や近年甚大な被害が発生した地域等

において、概ね 5 年に 1 回程度発生する規模の降雨に対して下水道の整備が完了した面積

の割合は約 62％となっている。 

 

■都道府県、政令市別の都市浸水対策達成率（令和 6 年 3 月末時点） 
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６）河川やまちづくりとの連携について 

① 特定都市河川浸水被害対策法による浸水対策の推進 

令和 3 年の特定都市河川浸水被害対策法（以下「特定都市河川法」という。）改正により、

特定都市河川の指定対象河川の要件拡大や、流域水害対策計画の記載内容の充実などが盛

り込まれ、多くの地域において総合的な浸水対策が可能となったため、指定要件に該当す

る場合には河川部局と連携し特定都市河川法に基づき流域一体となった総合的な浸水対策

に積極的に取り組まれるようお願いする。 

なお、河川との連携事業については、事業間連携下水道事業により支援しているところ

であるため、積極的に活用されたい。 

 指定を受けた特定都市河川では、あらかじめ国土交通大臣の同意を得て、流域水害対策

計画を策定することとされている。特定都市河川の指定状況は以下の通りである。 

 

【参考】特定都市河川の指定状況（令和 7 年 1 月 28 日時点） 

    ※全国で 30 水系 382 河川が指定 

 
 
② 浸水被害対策区域制度（官民連携した浸水対策） 

【制度概要】 

・財政状況の逼迫、地下空間の輻輳等により、下水道管理者のみでは追加的整備を行う

ことが困難な場合に、民間施設の地下空間を活用するなど、民間の協力を得て、浸水対

策を実施する区域を指定する制度。 

・管理協定を締結することで下水道管理者が民間設置の雨水貯留施設の管理を行えるな

ど、官民連携した浸水対策を実施。 

・令和 3 年の下水道法改正により「雨水貯留浸透施設整備に係る計画認定制度」を創設。 

 

【令和７年３月末現在の指定状況】２都市 

・これまでに神奈川県横浜市及び藤沢市において浸水被害対策区域を指定。 

 

【制度活用のポイント】 

・浸水被害対策区域等を活用した民間事業者等と連携した効率的な浸水対策の実施によ

り、都市部における浸水に対する安全度の早期向上を図られたい（平成 29 年 3 月 31 日

付国水下流第 43 号「官民連携による効率的な浸水対策の推進について」参照）。 

・浸水被害対策区域内において、公共下水道管理者等の認定を受けた民間の雨水貯留浸

透施設の整備に対しては、官民連携浸水対策下水道事業において整備費用の一部を下

水道管理者が負担する場合、国が民間事業者等を重点的に支援する制度もあるため、

これらの制度の活用も考慮して積極的に検討されたい。なお、認定施設については、

固定資産税に関する特例措置が適用されることとなるため、あわせて活用されたい。 

・浸水被害対策区域制度の活用にあたっては「官民連携した浸水対策の手引き（案）」（令

和 3 年 11 月）を参考とされたい。 
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（８）雨天時浸入水対策の推進について 

１）雨天時浸入水対策ガイドラインについて 

分流式下水道を採用している都市において、施設の老朽化や地震等の被災、高強度降雨

の増加等に伴い、雨天時浸入水によって、汚水管からの溢水や宅内への逆流等が発生して

いる。雨天時浸入水は、下水道を管理する地方公共団体にとって解決すべき課題である

が、必ずしも十分な対策がとられているとは言えない。 

そのため、国土交通省では、分流式下水道における雨天時浸入水に起因する事象に対

し、効果的かつ効率的な対策及びその計画を立案するための基本的な考え方等を定めた

「雨天時浸入水対策ガイドライン（案）」（以下「本ガイドライン」という。）を令和２年

１月に策定した。 

計画降雨以下の降雨に対して雨天時浸入水に起因する事象が発生する地方公共団体は、

下記の事項に十分留意して、本ガイドラインを参考に、「雨天時浸入水対策計画」を速や

かに策定し、効果的かつ効率的な雨天時浸入水対策の実施を図られたい。 

 

① 雨天時浸入水に起因する事象について 

分流式下水道の処理区において汚水系統の管路施設やポンプ施設、処理施設等において

発生する以下の３つの事象を、雨天時浸入水に起因する事象（以下「事象」という。）とし

た。 

（事象１）処理場外にある汚水管のマンホール等からの溢水や宅内への逆流 

雨天時浸入水により管きょやポンプ施設等の流下能力等が不足し、増水した下水がマ

ンホール等から溢水、または宅内へ逆流した下水がトイレや宅内ます等から溢水する

こと 

（事象２）処理場外にある汚水管等から雨天時に増水した下水が公共用水域に流出 

雨天時浸入水により管きょやポンプ施設等の流下能力等が不足することが想定される

箇所において、マンホール等からの溢水対策として設置した管きょから、下水が公共用

水域へ流出すること 

（事象３）処理場に流入する下水の一部を二次処理せず放流または流出 

雨天時浸入水の増大により処理場の処理能力が不足し、一部の下水を二次処理せずに

放流または流出すること 

 

② 段階的な対策について 

 雨天時浸入水対策を実施する地方公共団体は、事象の発生を防止するための対策につい

て、雨天時浸入水対策計画の計画期間における全ての対策について検討するとともに、対

策完了まで長期間を要する場合には、地域の実情及び放流先の水環境等を踏まえ、段階的

な目標を設定し、時間軸を有した対策を講じられたい。 

 具体的には消毒等の応急対策や、未利用地を活用し一時貯留するなどの暫定対策などを

含めて、早期に効果発現が図られるよう対策を行うことが望ましい。 

 

③流域下水道について 

 流域下水道における雨天時浸入水対策は、流域下水道管理者と流域関連公共下水道管理

者が相互に連携することが重要である。地形的な要因等により、雨天時浸入水の流入が多
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い地区と、事象が発生しやすい地区の下水道管理者が異なることも考えられるが、事象が

発生した実績のある処理区は、その処理区全体の課題として、当該流域下水道に関係する

すべての下水道管理者が雨天時浸入水対策に協力し、推進体制を構築することが重要であ

る。 

 

④モニタリング等について 

 雨天時浸入水対策が完了するまでの間に、計画降雨以下で事象が発生した場合、また

は、対策が完了した後に計画降雨を超過し事象が発生した場合などにおいて、継続的に事

象の発生状況を詳細に記録し、所定の様式にて国土交通省に報告されたい。 

 また、雨天時浸入水対策の実施状況を踏まえて対策効果を把握し、必要に応じて雨天時

浸入水対策計画を見直し、より効果的かつ効率的な対策を実施されたい。 

 

（参考） 

雨天時浸入水対策ガイドライン（案）（令和２年１月） 

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000639.html 
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２）雨天時浸入水対策計画の策定等について 

①雨天時浸入水対策計画策定等に係る事前協議の手続きについて 

 雨天時浸入水対策計画の策定時または変更時の事前協議（以下「協議」という。）につい

ては、当面の間、本省担当官と直接協議し、確認を受けることとしていたが、令和５年４

月より地方整備局等担当官との協議に変更した。ただし、令和５年３月以前に本省担当官

と協議を実施していたものについてはこの限りではない。なお、地方整備局等担当官が認

めた場合は WEB・電子メール等による協議も可能とし、必要に応じて、本省担当官を含めた

協議を行うこともある。 

 

②事前協議に際し必要な書類等について 

１）雨天時浸入水対策計画 

雨天時浸入水対策計画は、令和5年3月29日付「雨天時浸入水対策計画策定に係る手続

き等の変更について」の事務連絡のとおり作成することを標準とする。なお、雨天時浸

入地下水量の設定に際し、目標とする浸入率が、雨天時浸入水対策ガイドラインの第３

章第２節（（参考）浸入を最少限度とする措置が講ぜられた場合の浸入率について）に

示す値を超えて設定する場合は、説明資料を添付することとする。 

 

２）下水道計画一般図 

  「下水道法に基づく事業計画の運用について（令和3年11月1日付け国水下事第28

号）」において定める下水道計画一般図（雨天時浸入水対策計画で対象とする区域の境

界線を記載すること、内容が把握できる範囲においてＡ４あるいはＡ３版等に縮小する

ことも可とする。）とする。 

 

③ 雨天時浸入水対策に係る国の財政的支援について 

 雨天時浸入水対策計画の策定において、計画的な改築事業の実施に必要な下水道施設

（処理場・ポンプ場，管きょ等）の浸入水に係る点検、調査その他の施設計画の検討につ

いては、社会資本整備総合交付金等による支援が可能であるので活用されたい。 

また、施設対策においては、従来の交付対象に該当する主要な管渠やこれを補完するポ

ンプ施設等に係る対策であれば、交付対象になりうることに留意されたい。例えば、計画

汚水量（雨天時浸入地下水量を含めない汚水量）に基づき定めた管渠が主要な管渠に該当

する場合、雨天時計画汚水量に対する排水能力の不足が確認されれば、布設替えなど排水

能力を増強する対策等は交付対象となるが、計画汚水量（雨天時浸入地下水量を含めない

汚水量）に基づき定めた管渠が主要な管渠に該当しない場合は、当該管渠の施設対策は交

付対象とはならない。 

 

④ 雨天時浸入水対策ガイドライン（案）参考資料の更新について 

早期の計画策定及び計画に基づく対策の実施を推進するため、「雨天時浸入水対策ガイ

ドライン（案）」の参考資料として、「流域下水道における維持管理負担金等に関する実態

調査」「雨天時浸入水対策に関する事例集」に関する資料を更新し、令和６年３月に公表

したので、計画策定等にあたっては、これらも参考にされたい。 
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（９）流域別下水道整備総合計画の協議の見直しについて 
  

 

 

１）流域別下水道整備総合計画の協議の見直しについて 

 下水道法では、都府県が、2 以上の都府県の区域にわたる水域又は海域につい

ての流域別下水道整備総合計画（流総計画）を策定・変更する場合には、関係地

方公共団体の意見を聴くとともに、国への協議を行うことが必要であったが、「地

域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律」（令和４年法律第 44 号）における下水道法の改正により、２以上

の都府県にわたる流総計画の策定・変更について、国への協議を届出に見直すこ

ととされたため、適切に対応されたい（令和４年５月 20 日公布、令和４年８月

20 日施行）。 
 
改正前 
 
 
 
 
 
 
 
改正後 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

【流総計画の協議先一覧】 

業務事業 本省 地方整備局 都道府県 市町村

届出受理
環境省本省へ

通知
策定

環境省本省へ
通知（経由）

届出受理
環境省本省へ

通知
策定

策定

区分

都道府県

流
総
計
画
受
理

－
広域水域

ブロック広域水域

ブロック水域

非広域水域  

１） 流総計画の国への協議は届出に見直された。（R4.8） 
２） 環境省において、環境基準の設定のあり方が変更された。（R7.2） 
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（注）  広域水域：複数の都府県に跨る水域。そのうち複数の地方整備局に跨る水域を「ブロッ
ク広域水域」、そうでないものを「ブロック水域」とする。 

   非広域水域：複数の都府県に跨らないもの。 
２）水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しについて 

令和６年９月に開催された、中央環境審議会水環境・土壌農薬部会生活環境の

保全に関する水環境小委員会において、地域のニーズや実情に応じた水質汚濁に

係る生活環境の保全に関する環境基準の在り方と柔軟な運用について検討が行

われ、その結果を踏まえて「①適時適切な類型の見直し」、「②「利用目的の適応

性」に係る水浴の見直し」、「③季別の類型指定」及び「④ＣＯＤの達成評価の変

更」に関し、「水質汚濁に係る環境基準について（昭和 46 年 12 月環境庁告示第

59 号）」及び「環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止

法に基づく常時監視等の処理基準（平成 13 年５月環水企第 92 号）」の改正が行

われたところである。 
 流総計画は、公共用水域の水質環境基準を達成・維持するために必要な下水道

の整備を最も効果的に実施するための計画であるため、当該水域に係る水質環境

基準の類型指定が改定される等、流総計画の前提条件が大きく変更され、流総計

画を変更する必要が生じた場合には、遅滞なく流総計画を変更されたい。 
 
【参考】水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の見直しについて（報道発表） 
    https://www.env.go.jp/press/press_04359.html 
 
■「水質汚濁に係る環境基準について（昭和 46 年 12 月環境庁告示第 59 号）」 
（改正概要） 
 ・告示別表２の利用目的の適応性の欄から「水浴」を削り、水浴を利用目的と

する測定点（自然環境保全及び水道１級を利用目的とする測定点を除く。）は

大腸菌数 300CFU/100ml 以下と規定。 
 
■「環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく

常時監視等の処理基準（平成 13 年５月環水企第 92 号）」の改正概要 
（改正概要） 
 ・水質汚濁の状況や利用目的の実態、科学的知見等に応じて、柔軟に水域類型

の指定及び適時適切な見直しを行うことを明記。 
 ・季別の類型指定を可能とする。 
 ・湖沼（AA 又は A 類型に限る）又は海域（A 又は B 類型に限る）において、

有機汚濁を主因とした利水上の支障が生じていない場合、COD の環境基準の

達成状況の評価は必ずしも行わなくて良いこととした。なお、評価を行わな

い場合も有機汚濁に関するモニタリング（COD、底層溶存酸素量等）は継続

して行うこと。 

138



（１０）水環境管理の推進について 

 

 

 
 

 

 

１）栄養塩類の能動的運転管理の推進について 

 ①栄養塩類の能動的運転管理の効果的な実施に向けたガイドライン（案）の策

定・公表について 

公共用水域の水質保全は、有機汚濁負荷や栄養塩類の削減により、水質環境基

準の達成を図ることが重要と考えられてきた。しかし、生物の多様性の保全や持

続可能な水産活動を育める豊かな海にとっては、栄養塩類も水生生物の生息・育

成にとって欠かせないものであり、生態系や水産資源への配慮等、きれいなだけ

でなく豊かな水環境を求める新たなニーズが高まっている。 

このため近年では、下水処理水放流先のアサリやノリ養殖業等に配慮し、冬季

に下水処理水中の栄養塩類（窒素やりん）濃度を上げることで不足する窒素やり

んを供給するなど、地域のニーズに応じ季節毎に水質を管理する能動的運転管理

の取組を行っている。 

国土交通省では、平成 26 年 3 月に「栄養塩類の循環バランスに配慮した運転

管理ナレッジに関する事例集」の公表、平成 27 年に「流域別下水道整備総合計

画調査指針と解説」の改訂及び下水道法施行規則の改正、平成 27 年 9 月に「下

水放流水に含まれる栄養塩類の能動的管理のための運転方法に係る手順書（案）」

の公表などを実施し、能動的運転管理の取組を進めてきた。 

令和５年度末時点で 41 都市 67 箇所の下水処理場で、栄養塩類の能動的運転管

理が実施・試行されているが、今後、地域の実情に応じて取組の更なる普及促進

を図っていくため、国土交通省では、令和 3 年 1 月に有識者等による委員会を設

置し、下水処理場の能動的運転管理の効果的な運転管理手法等について検討を進

めてきたところ。 

委員会での議論を経て、令和 3 年 3 月には、平成 26 年 3 月に公表した事例集

の改訂版として、最新の実施事例とその内容について紹介した「栄養塩類の能動

的運転管理に関する事例集」を公表した。 

さらに、令和 5 年 3 月には、これまでに栄養塩類の能動的運転管理を実施して

いる自治体の運転状況等の調査に基づき、導入に向けた関係機関との連携・調整

方法をはじめ、栄養塩類の効果的な排出と安定的な運転方法の確立に向けた留意

点などを取りまとめた「栄養塩類の能動的運転管理の効果的な実施に向けたガイ

ドライン（案）」を策定・公表した。能動的運転管理の検討・実施中の下水道管

理者においては、参考とされたい。 

 下水放流先の公共用水域の状況に応じて、下記施策を推進し、望ましい水環境の

創造に貢献されたい。 
１）栄養塩類の能動的運転管理の推進 
２）合流式下水道の改善 
３）高度処理の推進 
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また、播磨灘流域別下水道総合計画（兵庫県）では、全国で初めて県内３下水処

理場において季節別の処理水質を位置づけているが、季節別処理水質を流域別下

水道整備総合計画に位置づける場合には、大臣官房参事官（上下水道技術）付流

域計画係長まで相談されたい。 

【栄養塩類の能動的運転管理の効果的な実施に向けたガイドライン（案）】 

 https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001597388.pdf 
【栄養塩類の能動的運転管理に関する事例集】 

 https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001397912.pdf 

 
②栄養塩類管理制度について 

「瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案」の令和 3 年 6 月の改

正によって、関係府県知事が栄養塩類の管理に関する計画を策定できる栄養塩類

管理制度が創設され、周辺環境の保全と調和した形での特定の海域への栄養塩類

供給を可能とすることで、海域及び季節ごとに栄養塩類のきめ細かな管理を行え

ることとなった。 

その後、令和 4 年 10 月には、全国で初めて、兵庫県栄養塩類管理計画が策定

され、栄養塩類増加措置実施者として、28 箇所の下水処理場が栄養塩類を供給す

るため、季節別の能動的運転管理を実施することとしている。また、令和６年３

月には香川県、令和７年２月には山口県において栄養塩類管理計画が策定されて

いる。 
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２）合流式下水道の改善対策について 

①合流式下水道緊急改善事業 

 平成 12 年 9 月の東京湾への白色固形物（オイルボール）の漂着等が社会問題

となったことをきっかけに、合流式下水道の改善対策を緊急的かつ集中的に実施

するため、平成 14 年度に「合流式下水道緊急改善事業」が創設された。その後、

平成 15 年に下水道法施行令が改正され、雨水の影響が大きい時の水質基準等が

定められるとともに、原則、平成 25 年度（処理区域の面積が大きい場合は令和 5

年度）までに対策を完了することが義務づけられ、令和 5 年度までに全ての都市

において下水道法施行令に基づく対策が全て完了したところである。 

 下水道法施行令に基づき令和5年度までに必要な改善対策を終えることとなっ

ていた地方公共団体については、合流式下水道緊急改善事業完了後に、速やかに

事業評価を実施する（原則として事業完了後 3 年以内とし、令和 8 年度までに

事後評価を行う）とともに、その結果を公表し、国土交通省に提出することにな

っているので、留意されたい。 

 

②今後の合流式下水道の施策のあり方について（提言） 

国土交通省では、令和 5 末度を対策期限とする合流式下水道緊急改善事業の完

了を見据え、令和 4 年 12 月に「合流式下水道緊急改善事業の総合的評価と今後

のあり方検討委員会」を設置し、これまでの施設整備の状況や対策効果等を評価

するとともに、令和 6 年度以降の合流式下水道の施策のあり方について議論を進

めてきた。その結果、第 3 回までの検討会の議論を経て、令和 5 年 6 月に「今後

の合流式下水道の施策のあり方について」提言がとりまとめられた（追補版：令

和 6 年 3 月）。提言では、基本的な考え方として、⑴多様な主体との連携、⑵水

域のニーズに応じたわかりやすい評価指標と目標の設定、⑶水域の目標に応じた

対策の推進の３つの観点から、水域の特性と水環境へのニーズ・利用用途に応じ

て、合流式下水道の対策等を強化し、地域のニーズに即した水環境の創出に貢献

していくことが示されたところである。 

【参考】｢合流式下水道緊急改善事業の総合的評価と今後のあり方検討委員会｣ 
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000811.html 
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③特定水域合流式下水道改善事業の創設 

提言を受け、特に対策の必要性が認められる特定の水域において、水域の特性

と水環境へのニーズ・利用用途に応じて、合流式下水道の対策等を強化し、水質

保全等に資することを目的に、令和６年度に「特定水域合流式下水道改善事業」

を新たに創設したところである。 

特定水域とは、合流式下水道の雨天時放流水に起因した著しい水質汚濁が発生

しており、多様な主体による協議会等により当該水域の目標等が定められ、地域

の合意形成が図られている水域を対象としている。本事業の実施にあたっては、

令和 10 年度末までを期限とする計画期間 5 年間以内の「特定水域合流式下水道

改善事業計画」を策定する必要があるので、留意されたい。 

◇堀川流域における今後の浄化施策の方向性

【本事業で実施する施策】

【河川部局】
・護岸整備・河床掘削
（ヘドロ除去） など

・調査隊報告会を通じて意見交換を実施する等、
市民と行政が力を合わせて、堀川の浄化・再生
を目指す

◇特定水域の選定・整備目標

◇堀川１０００人調査隊：53,722名の登録（令和6年3月時点）

調査隊報告会

◇多様な主体との連携

◇堀川再生の推進に関する検討会

・浄化施策の効果検証においては、有識者の意見を聴取

・堀川・新堀川が流れる堀川流域は、名古屋の都心に広がる、古くから合流
式下水道で整備されてきた流域（約3,211ha）であり、人々の暮らしやまち
づくりに密接な関わりを持つ

・下水道法施行令に定める基準を達成し、水質は改善傾向にあるものの、
雨天時にはBODやふん便性大腸菌群数が環境目標値※を超過する事例が
発生している。

・堀川流域を特定水域合流式下水道改善事業（本事業）
に位置付け、合流式下水道におけるさらなる水質浄化
に取り組むとともに、多様な主体（市民団体・河川部
局、環境部局など）とも連携し堀川流域の水質浄化を
進めることで、水辺空間を活用した賑わいの創出や、
川に入っての遊びが楽しめるような水質を目指す。

【環境部局】
・地下水の活用

ヘドロ除去

地下水活用のイメージ

雨水滞水池

本事業で実施する短期的な水質浄化施策をはじめ、関係部局と連携した施策
や長期施策を推進することで、堀川流域の長期的な整備目標（環境目標値）
の達成を目指す

・水の臭い、見た目の変化等を調査

＜堀川流域の長期的な整備目標（環境目標値※）＞

ふん便性大腸菌群数BOD

1,000個/100ml 以下3.0㎎/L 以下
※名古屋市環境基本条例に基づき、市の環境審議会の答申を受けて設定

①雨水滞水池の整備 ②簡易処理高度化施設の整備
③三の丸地区の分流化 ④簡易処理の消毒強化

・市民が主体となり、名古屋市が実施する堀川浄化施策の効果を検証する
ため、調査活動している

・堀川流域のさらなる水質浄化に向けて、関係部局（河川部局、環境部局
等）と今後の浄化の方向性を検討

これまでの堀川

目指す姿

 

      特定水域合流式下水道改善事業の事例（名古屋市：堀川流域） 
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３）高度処理の推進について 

①高度処理実施率について 

閉鎖性水域の水質改善等に必要な高度処理の実施率は、令和５年度末時点で約

66％となっている。高度処理の必要な各地方公共団体におかれては、引き続き高

度処理の導入を進めていただきたい。特に、実施率が低い地方公共団体において

は、改築・更新時における高度処理の導入はもとより、既存施設を活用した段階

的高度処理（水域の早期水質改善に向けて、既存施設の一部改造や運転管理の工

夫により段階的に高度処理化を図る手法と定義）の取組を積極的に実施していた

だきたい。 
なお、事業計画に高度処理として位置付ければ、流域関連市町村を含む一般市

町村においては補助対象範囲の拡大や特別交付税措置の対象となるため、流域関

連公共下水道を含めた関係市町村にも周知頂きたい。 
②既存施設を活用した段階的高度処理 

耐用年数等から施設の全面的な改築が当面の間見込めない処理場においても、

段階的高度処理の導入により高度処理を推進すること目的とし、平成 27 年 7 月

に「既存施設を活用した段階的高度処理の普及ガイドライン（案）」を公表して

いる。このガイドライン（案）では、段階的高度処理の効果、導入手順、運転管

理上の留意点等を整理しており、段階的高度処理導入の検討時に参照していただ

きたい。 
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高度処理人口及び高度処理実施率(令和 6 年 3 月時点) 
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４）下水処理場における水質とエネルギーの最適管理について 

 きめ細かな水環境管理の推進にあたり、下水処理場においては、「水質」と「エ

ネルギー」を勘案した運転管理が重要である。一方、処理水質とエネルギー消費

量は、トレードオフの関係にあるものもあり、水質管理目標とエネルギー削減目

標をバランス良く設定し、最適な管理を行う必要がある。 

このため、国土交通省では、二軸グラフを活用した PDCA サイクルによる管理

手法として「二軸管理」の検討を行い、平成 30 年 3 月に「水質とエネルギーの

最適管理のためのガイドライン～下水処理場における二軸管理～」を公表してい

る。各下水処理場においては、このガイドラインを参照し、取組を進めていただ

きたい。 

 
【水質とエネルギーの最適管理のためのガイドライン～下水処理場における二

軸管理～】 

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000379.html 
 

５）戦略的な水環境管理のあり方検討会 

 公共用水域の水質保全は、水質環境基準の達成等を目標として、流域別下水道

整備総合計画に基づき、高度処理等の下水道整備が進められてきた。その結果、

公共用水域の水質環境基準の達成率は着実に向上するとともに、汚水処理人口普

及率は、概成を目前に控えている状況にある。 

一方、生物多様性の保全や持続可能な水産資源を育める豊かな海等、水環境に

対する新たなニーズの高まりに加え、人口減少社会や脱炭素社会への貢献等、下

水道における水環境施策は大きな転換期に直面している。 

このため、社会情勢の変化やニーズ・評価軸の多様化を踏まえ、流域における

望ましい水環境管理を実現するために、これからの時代に相応しい、実践的な計

画・下水処理基準・運転管理のあり方について検討するため、令和５年１１月に

「戦略的な水環境管理のあり方検討会」を設置した。 

検討会の論点は以下の表に示すとおりで、特に能動的運転管理を踏まえた計画

放流水質の柔軟な運用、新たな流総計画のあり方について議論をしている。令和

７年度早々にとりまとめを行う予定。 
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第２回戦略的な水環境管理のあり方検討会 

 

【戦略的な水環境管理のあり方検討会】 

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000855.html 
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（１１）水質リスク低減に向けた取組の推進について 

 

 

１）下水道法施行令の改正等（水質基準） 

①放流水の水質の技術上の基準（大腸菌数） 

令和 3 年 10 月 7 日の環境省の告示において、生活環境の保全に関する環境基

準のうち、新たな衛生微生物指標として大腸菌群数から大腸菌数へ見直しがな

され、令和 4 年 4 月 1 日から施行された。 

これを踏まえ、下水道法施行令第６条第１項第２号について、これまでの大

腸菌群数から大腸菌数にかかる基準として、「大腸菌数 800CFU/mL」に改正した。

また、下水の水質の検定方法等に関する省令において、大腸菌数の検定方法と

して、特定酵素基質寒天培地による混釈平板法を定めた。また、大腸菌数の検

定については、試料採取後 12 時間以内に着手することとした。 

（令和７年４月１日施行） 

 

②下水の排除の制限に係る水質の基準（六価クロム化合物） 

 令和４年４月に、水質環境基準健康項目の六価クロムの基準値が 0.05mg/L

から 0.02 ㎎/L に改正された。これを踏まえ、下水道法施行令第９条の４第１

項第５号について、六価クロムの基準を「0.2mg/L」に改正した。また、令第６

条第３項により、放流水の水質基準についても同様に、「0.2mg/L」となること

に留意されたい。 

 なお、水質汚濁防止法施行規則附則第２条において、当該省令の施行日に現

に設置されている特定施設を設置する特定事業場の排出水については、当該省

令の施行日から６月間（当該省令が水濁法施行令別表第３に掲げる施設である

場合は１年間）は、改正前の基準を適用することとなっており、また、電気め

っき業に属する特定事業場からの排出水については、当該省令の施行の日から

３年間は暫定排水基準として「0.5mg/L」を適用することとしている。これらの

経過措置については、下水道法施行令第９条の４第５項により、下水道に排除

される下水においても同様に適用される。 

（令和６年４月１日施行） 

 

③その他 

[環境基準] 

・底層溶存酸素量 

１） 大腸菌群数から大腸菌数に改正。（R7.4.1 施行） 
２） JIS 規格番号の変更による「下水の水質の検定方法等に関する省令」を改正。

（R7.4.1 施行） 
３） PRTR の届出は、電子届出についても 6 月 30 日までに。 
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環境省において、生活環境の保全に関する新たな環境基準として、底層溶存

酸素量（魚介類を中心とした水生生物の生息環境を保全するうえで維持される

ことが望ましい基準）として、平成 28 年 3 月に「底層溶存酸素量」が生活環境

の保全に関する環境基準に追加された。 

 令和 3 年には、琵琶湖及び東京湾において、水質環境基準である底層溶存酸

素量に係る水域類型が指定され、その他の海域及び湖沼についても類型指定が

進められている。 

 

[暫定排水基準] 

・亜鉛 
 「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が

令和 3 年 12 月 11 日から施行され、亜鉛含有量に係る暫定排水基準について、

下水道業においては、令和 3 年 12 月 11 日から令和 6 年 12 月 10 日までは設定

せず、一般排水基準(2mg/L)に移行された。電気めっき業については令和 6 年

12 月 10 日まで暫定排水基準（4mg/L）が適用される。 

 

・六価クロム 

 「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が令和６年４月１日か

ら施行され、一般排水基準が「0.2mg/L」に強化されるが、電気めっき業につい

ては令和９年３月３１日まで暫定排水基準「0.5mg/L」が適用される。 

 

２）「下水の水質の検定方法等に関する省令」の一部改正等 

①「下水の水質の検定方法等に関する省令」の一部改正について 

 下水の水質の検定方法等に関する省令では、公共下水道又は流域下水道から

河川その他の公共の水域又は海域に放流される項目及び物質の検定方法等を規

定しており、そのうち一部の物質等については、日本産業規格の「工場排水試

験方法（JIS K 0102）」を検定方法として規定している。 

 今般、関連試験方法の再編成により当該工場排水試験方法は「工業用水試験

方法（JIS K 0101）」と統合し、「工業用水・工場排水試験方法（JIS K 

0102-1,-2,-3,-4,-5)」の５部編成の規格群へと変更された。これにより、従来

の工場排水試験方法は一定の期間を設け廃止が予定されている。 

 上記を踏まえ、本省令において工場排水試験方法の規格番号を引用していた

箇所について、工業用水・工場排水試験方法の規格番号に改正を行った（令和

７年４月１日施行）。なお、本省令改正については規定している JIS 規格番号の

変更のみで、検定方法に変更は生じていない。 
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②「排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検

定方法（昭和 49 年９月環境庁告示第 64 号）」等の改正について 

 「下水の水質の検定方法等に関する省令」第８条では、環境大臣が定める方

法として環境省告示が引用されている。令和７年４月に分析技術の向上に対応

した新たな分析方法が導入されたため、環境省告示が改正された（令和７年４

月１日施行）。これにより、これまで適用除外とされていた小型蒸留装置につい

て適用可能となるなど、下水の水質の検定方法に一部変更が生じているため、

改正内容に留意し、下水の水質の検定においては適切に実施されたい。 
 ・告示改正について 
  環境省ホームページ https://www.env.go.jp/press/press_02894.html 
 
３）特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進

に関する法律（化管法）に関する取り組みについて 
①PRTR 届出 

一定の要件を満たす下水道事業者は、第一種指定化学物質等取扱事業者とし

て、下水道法第 21 条第 1 項の規定に基づく水質検査の対象となる第一種指定

化学物質の下水道終末処理施設からの排出量を把握し、都道府県は毎年度 6 月

30 日までに、国土交通大臣に届け出なければならないことから、万全を期され

たい。また、 電子届出については、令和６年度までの間に行われる届出に限り、

届出期限 が 延長されていたが、令和７年度からは電子届出についても６月 30
日までが届出期限となっているため留意されたい。 
ＰＲＴＲの届出方法は、 電子届出、 磁気データ届出、紙面届出があり、こ

のうち、 電子届出は、ＰＲＴＲ届出に係る事務作業全体の省力化に有効である

ことから、磁気データ及び紙面による届出を行っている下水道管理者において

は、電子届出の促進にご協力頂きたい。 

 

・電子届出方法について 
http://www.nite.go.jp/chem/prtr/itdtp.html 

・「下水道における化学物質排出量の把握と化学物質管理計画の策定等に関する

ガイドライン(案）」（令和５年４月改訂） 

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000447.html 
・下水道業における届出対象は、事業者常時使用する従業員の数（全国の支社・

出張所等を含めたすべての事業所の従業員の数の合計）が 21 人以上の場合であ

り、多くの場合、事業者は「地方公共団体」となり、その全職員数で判断され

るため必然的に届出対象となる。ただし、地方公営企業の場合は、当該企業の

全職員の数の合計で判断される。 

詳細な下水道事業者の判定フローや、届出対象除外要件については、令和７

年４月１８日付大臣臣官房参事官（上下水道技術）付事務連絡「ＰＲＴＲ制度
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における届出及び化学物質管理計画の策定について」を参照されたい。 
 

②化学物質管理計画の策定 

各地方公共団体におかれては、化管法の化学物質管理指針に基づく化学物質

管理計画の策定（令和６年 6 月時点で約 46%）を進めるなど、過去の水質事故

の有無等に関わらず、より一層の化学物質の自主的な管理の改善をお願いする。 
なお、化学物質管理計画の策定にあたっては、上述の事務連絡に掲載してい

る簡易様式を適宜活用されたい。 

 

③水銀の大気への排出量の把握・届出 

 届出事業所が大気汚染防止法に基づく水銀排出施設に該当する場合は、水銀

及びその化合物（管理番号 237）の大気への排出量を把握し、届出を行う必要

がある。該当する下水道事業者においては留意されたい。 
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